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登戸２号街区公園の管理運営準備会記録

公園のレイアウト検討や公園整備後の管理運営協議会設立等に向け、令和３年３月から令和６年１月時点で計３１回、町内会や保育園、企業、

大学生など、誰でも気軽に参加できる場をつくり、地域主体で様々な活動や意見交換を行っており、防災用資器材保管庫の設置や防災訓練等が

できるスペースの確保、津久井道など地域固有の歴史文化の継承、カフェや集会所、テーブル・ベンチ、防犯性に配慮されたトイレの設置などを

求める意見があった。
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登戸２号街区公園における防災に関する事項について

登戸２号街区公園では、これまで地域から「防災倉庫を設置したい」「防災訓練等ができるスペースが欲しい」などの意見があること

を踏まえ、本市として防災用資器材保管庫の設置スペースの確保及び防災訓練や一時的な避難ができる広場の整備を行っていく予定である。

また民間事業者には、所有する資器材等を活用し周辺地域における防災活動を行うことなどの企業の果たすべき役割や、公園の一時避難

場所の考え方など、「川崎市地域防災計画」及び「多摩区地域防災計画」を踏まえ、公募設置等指針における公募対象公園施設の管理運営

に関する条件に以下を記載し、対応を求めていく。

・地震や事故、トラブル等の発生時の施設利用者の避難計画、応急対策及びそれに基づく危機管理に対応した管理運営が可能となる従業

員の配置及び連絡体制を提案すること。

・日頃から地域住民や自主防災組織等と連携するなど、公募対象公園施設及びその周辺地域の被害を軽減するための地域防災体制づくり

に努めるとともに、事故、災害等の緊急事態が発生し、本市からの協力要請を受けたときはこれに協力すること。
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